
 

公共交通サービスを提供する候補地区における対策案等の検討 

 

1. はじめに 

生駒市では「生駒市地域公共交通総合連携計画（以下、連携計画）」が策定されており、当該

計画に基づいて公共交通サービスの提供に向けたさまざまな検討を行ってきた。 

現計画においては、策定当初の社会情勢を踏まえた計画内容となっているが、当該計画策定か

ら約 10 年の月日が経過しようとしており、社会情勢も大きく変化してきている。 

そのため、現状に合わせた交通計画の計画を策定する必要があることから、次期計画である

「生駒市地域公共交通網形成計画（以下、形成計画）」に向けて検討を進めているところである。 

今後は、形成計画の策定に向けた検討を進めていく必要があるが、一方で、連携計画に示され

ている公共交通サービスを提供する候補地区における対策案の検討や既存コミュニティバス路

線（門前線、西畑・有里線、北新町線、萩の台線、光陽台線）における利用促進策の検討も進め

ていく必要があると考えられる。 

そこで本資料では、連携計画における公共交通サービスを提供すべき次の候補地区に対する

対策案及び既存コミュニティバス路線における利用促進策について整理を行った。 
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2. 候補地区における対策案の検討 

2.1 公共交通サービスを提供する候補地区について 

令和元年度第３回生駒市地域交通活性化協議会では、連携計画策定当時に検討した公共交通

サービスを提供する候補地区における優先順位の区分について見直しを行った結果を示したと

ころである。（表 2-1-1 を参照） 

次に公共交通サービスを提供する候補地区は、表 2-1-1 の②に区分されている高山地区、北田

原地区、鹿ノ台地区、桜ケ丘地区、菜畑地区、真弓地区の 6地区である。 

まずは、当該地区におけて考え得る対策案について次頁以降に整理を行った。 

なお、鹿ノ台地区においては地域独自で「鹿ノ台ぐるぐるバス」（コミュニティバス）の運行

計画を検討しているところであり、本協議会では運行実施に向けた支援を行うこととしている。 

 

表2-1-1 公共交通サービス提供の優先順位の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成22年
（2010年）

平成27年
（2015年）

令和1年
（2019年）

・本町周辺地区 ・本町周辺地区 ・本町周辺地区

・南地区 ・南地区 ・南地区

・高山地区 ・高山地区 ・高山地区

・北田原地区 ・北田原地区 ・北田原地区

・鹿ノ台地区 ・鹿ノ台地区 ・鹿ノ台地区

・真弓地区 ・あすか野地区 ・あすか野地区

・あすか野地区 ・桜ケ丘地区 ・桜ケ丘地区

・桜ケ丘地区 ・光陽台地区 ・光陽台地区

・光陽台地区 ・萩の台地区 ・萩の台地区

・東生駒地区 ・菜畑地区

・萩の台地区 ・真弓地区

・菜畑地区 ・菜畑地区

・真弓地区

・新生駒台地区 ・新生駒台地区 ・新生駒台地区

・松美台地区 ・松美台地区 ・松美台地区

・喜里が丘地区 ・喜里が丘地区 ・喜里が丘地区

・生駒台南地区 ・生駒台南地区 ・生駒台南地区

・東生駒地区 ・東生駒地区

④現在の公共交通サービスで
  問題に対応可能と考えられる地区

②高齢化等の問題が顕在化すると
　考えられる時期（概ね5年後）に
　合わせ、公共交通サービスの提供を
　目指す地区

③高齢化等の問題が顕在化すると  考え
られる時期（概ね10年後）に  合わせ、公
共交通サービスの  提供を目指す地区

優先順位のカテゴリー
対象地区

①直ちに検討に着手し、2～3年以内に
　公共交通サービスの提供を目指す地区

※灰文字で示す地区は、既に公共交通サービスの検討を実施した地区を表す。 

・本町周辺地区：コミュニティバス導入済み 

・南 地 区  ：コミュニティバス導入済み 

・萩の台地区 ：コミュニティバス導入済み 

・光陽台地区 ：コミュニティバス導入済み 

・あすか野地区：路線バスの延伸済み 
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表2-1-2 生駒市地域公共交通総合連携計画に示す地区における評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 1 年における「75 歳以上人口比率」は、北田原・鹿ノ台・真弓・菜畑地区において 20％以上

となっており、「外出をあきらめた割合」は高山町・北田原・桜ヶ丘で 15％以上となっている。 

また、「バス停（駅）までの距離」は菜畑地区が 6 地区の中でも特に突出しており、次いで高山町

となっている。「バス停（駅）までの勾配」は、桜ヶ丘・北田原・菜畑地区で 8％を超えている状況で

ある。 

  

要望 人口 75歳以上人口比率 外出をあき 公共交通 バス停(駅) バス停(駅) 路線特性

有無 令和1年 令和1年 令和5年 令和10年 らめた割合 サービス までの距離 までの勾配 アクセス
本町 528 18.0% 22.0% 22.8%
山崎新町 ○ 1,162 20.0% 20.5% 19.9%
仲之町 ○ 608 12.0% 14.7% 18.1%
元町２丁目 ○ 719 12.2% 12.9% 13.3%
門前町 763 24.9% 24.2% 23.8%
大門町 ○ 100 29.0% 30.4% 30.5%
青山台 ○ 625 27.7% 29.9% 27.6%
藤尾町 ○ 82 13.4% 26.9% 32.4%
西畑町 ○ 61 19.7% 20.7% 35.1%
鬼取町 ○ 65 21.5% 16.7% 26.3%
小倉寺町 ○ 46 19.6% 21.7% 34.1%

高山 高山町 ○ 3,644 18.2% 21.0% 22.4%
北田原

北田原町 523 22.8% 24.3% 23.8% 15% 路線バス 0.6km 8.5% C
生駒駅/
中央公民館/
RAKU-RAKUはうす

鹿ノ台東１丁目 484 21.9% 28.7% 29.4%
鹿ノ台東２丁目 623 25.4% 31.4% 31.2%
鹿ノ台東３丁目 434 16.8% 22.0% 21.2%
鹿ノ台西１丁目 743 14.8% 20.0% 20.8%
鹿ノ台西２丁目 554 19.9% 24.7% 26.6%
鹿ノ台西３丁目 839 23.2% 32.1% 35.1%
鹿ノ台南１丁目 684 8.5% 12.3% 13.3%
鹿ノ台南２丁目 888 22.6% 32.3% 33.6%
鹿ノ台北１丁目 788 25.5% 32.3% 33.6%
鹿ノ台北２丁目 372 26.6% 33.8% 35.9%
鹿ノ台北３丁目 702 23.5% 34.3% 37.1%
真弓１丁目 791 18.1% 26.4% 26.9%
真弓２丁目 665 26.6% 32.0% 32.2%
真弓３丁目 631 21.9% 27.9% 28.1%
真弓４丁目 683 21.1% 31.4% 35.6%
あすか野北１丁目 1,020 19.7% 23.8% 23.2%
あすか野北２丁目 915 21.9% 28.3% 28.7%
あすか野北３丁目 527 23.3% 31.6% 31.5%
あすか野南１丁目 451 29.3% 33.5% 31.6%
あすか野南２丁目 925 24.5% 33.6% 34.5%
あすか野南３丁目 770 22.1% 27.3% 25.1%
あすか台 264 21.2% 19.7% 18.7%

新生駒台 新生駒台 740 19.5% 22.3% 23.7% 7% 路線バス 0.2km 6.2% - 生駒駅
松美台 松美台 1,940 18.0% 21.7% 23.2% 7% 路線バス 0.6km 6.7% - 生駒駅

喜里が丘１丁目 593 22.6% 31.6% 33.3%
喜里が丘２丁目 480 10.0% 13.2% 17.8%
喜里が丘３丁目 731 12.0% 16.3% 19.1%

生駒台南 生駒台南 975 20.1% 20.0% 20.0% 8% 路線バス 0.5km 2.0% - 生駒駅
桜ヶ丘

桜ヶ丘 ○ 815 13.3% 16.1% 19.2% 30% 路線バス 0.7km 9.9% A
生駒駅/
中央公民館/
RAKU-RAKUはうす

光陽台 ○ 486 31.7% 36.6% 33.1%
北新町 ○ 2,116 15.6% 17.3% 17.8%
西松ヶ丘 2,074 13.9% 17.1% 18.9%
東松ヶ丘 1,370 12.5% 14.2% 15.5%
東生駒１丁目 2,535 9.3% 11.7% 13.0%
東生駒２丁目 450 18.9% 27.6% 30.2%
東生駒３丁目 881 19.9% 21.2% 19.6%
東生駒４丁目 648 20.1% 23.3% 25.8%

菜畑 菜畑町 ○ 80 21.3% 25.0% 21.1% 0% ケーブル 2.3km 8.3% B～C 宝山寺駅
萩の台１丁目 ○ 884 12.4% 15.2% 20.3%
萩の台２丁目 ○ 278 22.3% 31.0% 35.5%
萩の台３丁目 ○ 799 23.9% 31.3% 37.4%
萩の台４丁目 ○ 488 27.3% 36.5% 38.2%
萩の台５丁目 ○ 414 7.2% 7.6% 14.5%
萩の台 ○ 860 12.3% 14.3% 15.8%

0.6km 4.7% A
東生駒駅/
福祉センター

萩の台駅15% 鉄道 0.9km 8.8% A～B

白庭台駅

0.6km 5.6% A
学研北生駒駅/
北大和公園/
生駒市水道局

6.6% B～C

生駒駅/
生駒市役所/
中央公民館/
RAKU-RAKUはうす/

1% 0.5km 8.2% -

0.6km

生駒駅

10% 0.8km 9.4%

萩の台

東生駒

光陽台

喜里が丘

あすか野

本町周辺 生駒駅/
中央公民館/
RAKU-RAKUはうす/
市民体育館/
老人憩の家

15% 路線バス 1.4km 5.2%

21% なし 3.9km 8.6% B～C

0.9km 10.6% A

8% 0.7km

B～C 学研北生駒駅

6.3%

真弓

路線バス

路線バス

コミュニ
ティバス

鉄道
・

路線バス

路線バス

路線バス

12% ケーブル

9%

10%

対象地区 含まれる町

鹿ノ台

南

収支率

A 学研奈良登美ヶ丘駅

南生駒駅/
南コミュニティセン
ター

A

※高山町における人口及び 75 歳以上比率に関して、高山町には奈良先端科学技術大学院大学が立地しており当該施設の関係者も在住

しているため、それら関係者数を除くと高山町としての人口は 3,644 人よりも少なく、75 歳以上人口比率は 18.2％よりも高くなる

ことが推測される。 
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2.2 候補地区における対策案の検討 

前節において示した候補地区に関して、考え得る対策案について以下に示す。当該案も参考に

しながら、各地区における最も適した対策案の検討を進めていくこととする。（まずは、比較的

検討しやすいと考えられる①路線バスやコミュニティバスの延伸の案を検討の軸として、必要

に応じて他の対策案とも組み合わせる形で検討を進めていくこととする。） 

 

①路線バスやコミュニティバスの延伸 

時間帯に応じて運行経路を変更するなど、既存のバスを活用した検討を行う。 

 

②シニアカーの導入（自宅からバス停までの短い距離の移動手段確保） 

自宅からバス停までの短い距離の移動手段を確保するための対策案である。導入に際して

は、バス停付近に駐車場を設置することや保険の加入に関しても検討が必要となる。 

 

③地域独自で行う移動手段確保に向けた取組の支援 

地域住民自らで移動手段確保に向けた取組を計画・実施する場合、運行実施に向けた支援を

行うこととする。 

 

④介護・福祉輸送との連携 

介護・福祉輸送バスの本来業務（どの地区で運行しているかの確認が必要）のほか、空いて

いる時間などを利用して運行が行えるような検討を行う。（介護・福祉輸送バスであれば、車

いす利用者でも容易に利用できる。） 

 

⑤相乗り支援（相乗りタクシーなど） 

同じ目的（買い物、通院など）を持つ地域住民に対して、タクシーなど一緒に乗り合わせる

ことができるような体制の構築を検討する。 

 

⑥デマンド型乗合タクシーの導入 

利用者の事前予約により運行を行うデマンド型交通の導入について検討を行う。 

 

⑦タクシー利用券（定期券・回数券）の配布 

タクシーを利用していただきやすいよう、タクシー利用券（定期券や回数券等）を提供する

などの検討を行う。 
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2.2.1 高山地区 

・南北方向に路線バスが運行している。（右図において赤色で示した線） 

・高山町は丘陵地であり、高山町北部から生駒方面へは下り坂が続いている。 

■路線バスやコミュニティバスの延伸（時間帯に応じた運行経路の変更） 

⇒公共交通サービスが提供されていない地域（平日運行していない区間（獅子が丘）（右図））につ

いて、時間帯に応じた運行経路の変更など検討の余地があると考えられる。ただし、検討を行う

際は、以下の内容について留意する必要がある。 

・路線バスが運行するための道幅が確保されているかどうか、また路線バスの転回が可能かどう

かなどの確認が必要である。 

・高山地区を運行する路線バスは、国から補助を受けている路線（富雄駅～生駒北スポーツセン

ター）であるため、路線バスの延伸の検討を行う際は補助要件（輸送量、収支率など）を満た

すような運行計画を検討する必要がある。 

・また、獅子が丘地区（生駒北スポーツセンター周辺地域）における利用見込みや利用時間帯な

どの利用者特性の把握が必要である。 

（参考）生駒市内の公共交通の利用状況を把握するためのアンケート調査（委員各位にご協力いただ

いたアンケート調査）において高山町では、「バス停までが遠い（例：町内（獅子が丘）⇒

バス停（傍示南））」「運行本数が少ない（日中：1 便/時間）」「運賃が高い」「最終便の時間帯

（18時 49 分）が早く、通学・通勤時間帯でバスが利用しづらい」などの意見が挙げられて

いる。（「【参考２】各地区におけるアンケート調査の概要」の高山町を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2-1 高山地区 

  

高山町

北田原

学研奈良登美ヶ丘

鹿ノ台

北大和
白庭台

学研北生駒

南田原

白庭台

居住地

平日運行なし
（路線バス）

公共交通が整備されていない地域 

（鉄道駅及びバス停から 300m 範囲内に属していない地域）

約１km

約 750m

ルート案 

居住地

168

163

163

生駒北スポーツ
センター
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2.2.2 北田原地区 

・地区の西部,南部の幹線道路（国道 163 号、国道 168 号）で路線バスが運行している。（右図におい

て赤色で示した線） 

・北田原地区中央部は工業地域となっており、国道 163,168 号における大型車の出入りがある。 

■路線バスやコミュニティバスの延伸（時間帯に応じた運行経路の変更） 

⇒時間帯に応じた運行経路の変更など検討の余地があると考えられるが、道幅が狭い箇所も存在し

路線バスが進入できないため、当該ルートへの延伸は困難である。そのため、その他対策案とし

て、以下が考えられる。 

・路線バスが運行する国道 168 号においてフリー乗降制の導入を検討する。 

・ただし、交通の安全と円滑の確保ができない（フリー乗降制の導入が困難である）場合は、設置

可能な範囲でバス停を設置するなど利便性の向上を図る検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2-2 北田原地区 

  

ルート案 

高山町

学研北生駒

白庭台

ひかりが丘

白庭台

南田原

北田原

工場地域居住地

商業地域

上町台

168

約１km

163

163

163

168

公共交通が整備されていない地域 

（鉄道駅及びバス停から 300m 範囲内に属していない地域）

【資料５】

6



 

2.2.3 鹿ノ台地区 

・鹿ノ台地区内には路線バスが運行している。（右図において赤色で示した線） 

・また、鹿ノ台地区では地域独自でコミュニティバスの運行計画の検討を行っていることから、協議

会においては運行実施に向けた支援を行うこととする。 

■路線バスやコミュニティバスの延伸（時間帯に応じた運行経路の変更） 

⇒道路の構造上、鹿ノ台地区における路線バスの延伸（時間帯に応じた運行ルートの変更）は可能

であるが、鹿ノ台地区内に大型バスを運行することに対する住民の合意形成を得ることができて

いないため、路線バスの延伸は困難であると考えられる。 

■地域独自で行う移動手段確保に向けた取組の支援（コミュニティバスの運行） 

⇒地域独自にコミュニティバスの運行計画を検討していることから、本協議会においては運行実施

に向けた支援を行うこととしている。 
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図2-2-3 鹿ノ台地区 

 

 

高山町
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居住地

ルート案（鹿ノ台地区自らが検討したルート）

公共交通が整備されていない地域 

（鉄道駅及びバス停から 300m 範囲内に属していない地域）
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168
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2.2.4 桜ヶ丘地区 

・桜ヶ丘地区には路線バスは運行していないが、周辺地区（光陽台地区、北新町地区）においてコミ

ュニティバスが運行している。 

・桜ヶ丘地区は丘陵部にあり、坂道が多い地形である。 

・また、生駒駅までの経路における道路の幅員は狭くなっている。 

■路線バスやコミュニティバスの延伸（時間帯に応じた運行経路の変更） 

⇒周辺地域には路線バスやコミュニティバス（光陽台線、北新町線）が運行していることから、時

間帯に応じて延伸するなどの案が考えられるが、生駒駅～桜ヶ丘地区間における道路の幅員が狭

いことから運行は困難であると考えられる。右図に示すルートのほか、阪奈道路を経由するルー

トも考えられるが、既存バスのサービス水準の低下（経路を延伸することにより、便数が減少し

利便性が低下するなど）も懸念されるため、好ましくないと考えられ、桜ヶ丘地区については路

線バスやコミュニティバスの延伸は困難であると考えられる。そのため、その他対策案としては

生駒駅までアクセスできるよう、シニアカーの導入、相乗り支援などの検討が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2-4 桜ヶ丘地区 

  

生駒南台
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居住地

約 750m

ルート案 

公共交通が整備されていない地域 

（鉄道駅及びバス停から 300m 範囲内に属していない地域）
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2.2.5 菜畑地区 

・菜畑町周辺地区において、コミュニティバス（門前線や西畑・有里線）が運行している。 

・また、生駒駅南口～中菜畑二丁目間は路線バス（90系統[生駒]）が運行している。 

・菜畑町は生駒山の中腹にあり、西部から東部に向かって下り坂が続いている。 

■路線バスやコミュニティバスの延伸（時間帯に応じた運行経路の変更） 

⇒路線バスやコミュニティバスにおける時間帯に応じた運行経路の変更など、検討の余地があると

考えられる。（関係機関との協議のうえ、道路状況等を十分に考慮した検討が必要である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2-5 菜畑地区 
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168

168

168

【資料５】

13



 

2.2.6 真弓地区 

・真弓地区には路線バスが運行されており、当該バスを用いて近鉄奈良線の学園前駅や近鉄けいはん

な線の学研北生駒駅を利用することができる。 

・真弓地区は丘陵部にあり、坂道が多い地形である。 

■路線バスやコミュニティバスの延伸（時間帯に応じた運行経路の変更） 

⇒路線バス（大型バス）が運行するのに必要な道路幅員も確保されていることから、時間帯に応じ

た運行経路の変更など検討の余地があると考えられる。（関係機関との協議のうえ、道路状況等を

十分に考慮した検討が必要である。） 

（参考）生駒市内の公共交通の利用状況を把握するためのアンケート調査（委員各位にご協力いただい

たアンケート調査）において真弓地区では、「学研北生駒駅を中心とした真弓・真弓南・北大和

の循環バスがあれば便利」「生駒駅・生駒市役所・たけまるホール等へ行くのが不便」「路線の

拡大」などの意見が挙げられている。（「【参考２】各地区におけるアンケート調査の概要」の真

弓 1、2丁目を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2-6 真弓地区 
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2.3 今後の検討方針 

前節において、各地区における「路線バスやコミュニティバスの延伸」案について整理を行っ

た。（表 2-3-1 を参照）これら地区のうち、優先して対策案の検討を実施する地区を選定すると

ともに詳細な検討を進めていくこととする。 

また、鹿ノ台地区においては地域独自でコミュニティバスの運行計画の検討を実施している

ことから、新たな候補地区における対策案の検討と併せて支援を行っていくこととする。 

 

表2-3-1 「路線バスやコミュニティバスの延伸」案の検討について 

対象地区 既存バスの延伸策 備 考 

高山地区 検討の余地あり 
国の補助を受けるための補助要件を満

たす運行計画の検討が必要である。 

北田原地区 延伸は困難 

道幅が狭いためバスの進入が困難（その

他対策案：フリー乗降制の導入、バス停

の設置について検討の余地あり） 

鹿ノ台地区 ― 
地域独自でコミュニティバスの運行計

画の検討を行っている。 

桜ヶ丘地区 延伸は困難 

道幅が狭いためバスの進入が困難（生駒

駅までの移動手段確保に向けた対策案

の検討（シニアカーの導入など）） 

菜畑地区 検討の余地あり 
既存路線バス（生駒駅～中菜畑二丁目）

の延伸など 

真弓地区 検討の余地あり 運行に必要な道幅は確保されている。 
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3. 既存コミュニティバス路線における利用促進策の検討 

3.1 利用促進策における概要 

既存の公共交通（本資料ではコミュニティバス路線（門前線、西畑・有里線、北新町線、萩の

台線、光陽台線））に関して、以下に示す対策案を参考にしながら利用促進策についても検討を

行うことが好ましいと考えられる。 

 

表3-1-1 各対策案における概要 

No 対 策 案 概 要 

1 IC カードの導入 ・IC カード方式への変更により OD 調査（起終点調査）が可能

になり、加えて、現制度の生きいきクーポンでは、払い戻し

により換金が可能である。 

・現金よりも ICカードのほうが利用しやすい。 

2 交通総合交通マップの作成 ・市内全域の鉄道、路線バス・コミュニティバスを記載した総

合交通マップの作成を検討する。 

・通勤時間帯を中心に市内各所で渋滞が発生しており、交通行

動の変化を促す目的として、公共交通網の周知、転入者や市

内事業所への配布等に活用できると考えられる。 

・作成費用については、広告を募り収入を得るなど。 

3 公共交通施設 HPのアクセス欄に 

アクセス方法の記載 

・市内全ての公共施設 HP のアクセス欄に、鉄道の記載はある

が、路線バス、コミュニティバスで行ける場合は、アクセス

方法に追加する。 

・施設を利用される方にとって、記載になければバスを利用さ

れる可能性は無いに等しいと考えられる。 

4 市内公共交通の情報を発信する ・現在の「コミュニティバス『たけまる号』/ 奈良交通 時刻

表」に、市内全域の路線図及び時刻表を加えた総合的な案内

資料を作成し、配布する 

5 商業施設との連携 ・『たけまる号』お買い物ポイントカードを発行する。 

・乗車ごとにポイントを付与し、一定のポイントにより市内の

商業施設等での特典（例えば、割引お買物券、記念品の進呈

等）を提供する。 

6 公共交通利用者意識の 

醸成を図る取組みを実施① 

・市内の児童及び生徒を対象としたバスの乗り方教室・高齢者

を対象とした車いす等での利用（乗車）体験会を開催する。

7 公共交通利用者意識の 

醸成を図る取組みを実施② 

・市内の園児及び児童を対象として、バスをテーマ（例えば「わ

たしたちのまちのバス」）にした作品を募集する。 

・優秀作品を表彰（例えば、協議会会長賞、市長賞等）し、市

内の施設に展示及び広報誌に掲載する。） 
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3.2 今後の検討方針 

表 3-1-1 に示す対策案のうち、比較的検討に時間を要しない「公共交通施設 HP のアクセス欄

にアクセス方法の記載」「市内公共交通の情報を発信する」などの対策案を優先して検討・実施

することが好ましいと考えられる。 

ここで、アンケート調査（生駒市内の公共交通の利用状況を把握するためのアンケート調査

（委員各位にご協力いただいたアンケート調査））にて北新町線・光陽台線における生駒市立病

院への運賃が高い（片道 400 円/人（往復 800 円/人））という意見（【参考２】光陽台を参照）も

寄せられており、生駒市立病院への乗り継ぎの割引についても検討を進めていくことが好まし

いと考えられる。 

 

【コミュニティバスの利用促進策（案）】（各利用促進策における概要については、表 3-1-1 を参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

※①市内の児童及び生徒を対象としたバスの乗り方教室・高齢者を対象とした 

車いす等での利用（乗車）体験会を開催する。 

②園児及び児童を対象として、バスをテーマ（例「わたしたちのまちのバス」）にした作品を募集する。など 

 

門
前
線

西
畑
・
有
里
線

光
陽
台
線

北
新
町
線

萩
の
台
線

ICカードの導入 ○ ○ ○ ○

交通総合マップの作成 ○ ○ ○ ○ ○

公共交通施設HPのアクセス欄に
アクセス方法の記載

○ ○ ○ ○ ○

施設公共交通の情報を発信する ○ ○ ○ ○ ○

商業施設との連携 ○ ○ ○ ○ ○

公共交通利用者意識の
醸成を図る取組みの実施

○ ○ ○ ○ ○

乗り継ぎの割引
（生駒市立病院へのアクセス時）

○ ○

コミュニティバス 

考え得る対策案

※ 

導入地区
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【参考２】各地区におけるアンケート調査の概要（  公共交通サービスを提供すべき候補地区    利用促進策の検討を進める地区（既存コミュニティバス路線） 
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【参考４】各対策案における概要と利点及び課題 
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